
最
近
の
書
誌
学
的
研
究
で
G.
R.
 Elton
は、
穀
物
法
は
「
政
治
と
経
済
の
諸

問
題
が
ほ
と
ん
ど
解
き
が
た
い
ほ
ど
に
絡
み
あ
っ
て
い
る」

テ
ー
マ
で
あ

®

®

 

る
と
い
う。
更
に、
穀
物
法
撤
廃
に
は、
従
来、
け
ァ
イ
ル
ラ
ン
ド
飢
饉、
⇔

⑬

®

 

綿
業
資
本
（
反
穀
物
法
同
盟）
の
圧
力

国
コ
ブ
デ
ン
に
よ
る
説
得、
日
地
主

⑤
 

階
級
に
よ
る
体
制
維
持
の
た
め
の
マ
ヌ
ー
バ
ー、
国
ハ
イ
・
フ
ァ
ー
ミ
ン
グ
に
⑦
 

よ
る
ラ
ン
デ
イ
ド
・
ク
ラ
ス
の
地
位
の
永
久
化ゞ

因
財
政
構
造
の
合
理
化、
⑪

⑧
 

政
策
の
実
務
的
実
践、
等
、々
実
に
多
種
多
様
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
き
た。

し
か
し、
こ
れ
ら
の
説
明
に
は
⇔
と
同
の
よ
う
に、
相
矛
盾
す
る
も
の
が
含
ま

れ
て
お
り、
更
に、
い
ず
れ
も
決
定
的
説
明
と
は
い
い
難
い。
こ
の
矛
盾
は、

分
析
視
角
上
の
差
異
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
ぎ
い
が、
同一
の
歴
史
事
象
を
対
象

と
す
る
以
上
は、
そ
う
し
た
差
異
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
終
っ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う。
困
難
で
は
あ
っ
て
も、
や
は
り
こ
の
絡
み
あ
っ
た
諸
問
題
を
解
き

ほ
ぐ
す
こ
と
な
し
に
は、
撤
廃
の
説
得
的
な
歴
史
的
理
由
は
与
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う。
問
題
は、
こ
れ
ら
の
説
明
が
穀
物
法
撤
廃
に
ど
う
関
連
し
あ
っ
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
し、
更
に
こ
の
矛
盾
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る。

す
る
た
め
に
撤
廃
を
行
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う0
B.
 Kem
p,

c#
 Re
flectio
ns
 on
 the
 Repeal
 of
 the
 Co
rn
 La
ws",
 Victorian
 

Studies,
 V,
 1
9
6
2,
 
p.
 1
9
7.
 

③

吉
岡
昭
彦
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
確
立』、
一
九
六
八
年、

四

0
六
頁。
ま
た、
か
っ
て
撤
廃
が、
こ
う
い
う
文
脈
の
中
で、
ブ
ル
ジ
日

ア
の
政
治
的
勝
利
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で

あ
る。
飯
沼
二
郎
『
地
主
王
政
の
構
造』、
一
九
六
四
年、
二
ニ、
二
五

四
頁。

④

D.
 G.
 Ba
rn
s,
 A
 History
 of
 the
 English
 Cor
n
 Laws,
 1
6
60
 
1

1
8
4
6,
 
1
9
3
1,

pp.
 2
6
3,
 
2
6
6
 et
 2
6
9.
 

⑤

こ
れ
が
最
近
の
欧
米
諸
研
究
の一
般
的
理
解
で
あ
る。
欧
米
諸
研
究
の一

般
的
動
向
は
次
の
論
文
に
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る。
W.
0.
 Ay
delote,

ĉ
 The
 Co
u
ntry
 
Gen
tle
men
 and
 the
 Repeal
 ot
 the
 Co
rn
 Laws"
,
 

En
g•
 H.
 R.
 L
X
X
X
II,
 1
9
6
7.
 
p.
 5
0.
 

村
岡
健
次
氏
の
論
文
（「
イ
ギ

リ
ス
自
由
主
義
の
発
達」
『
世
界
歴
史」
第
十
九
巻、
一
九
七一
年）
は、

撤
廃
を
地
主
対
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
階
級
闘
争
に
お
い
て
後
者
が
勝
利
し
た
も

の
で
あ
る
と
評
価
し
た
か
っ
て
の
通
説
を
批
判
す
る
た
め
に、
撤
廃
の
こ

う
し
た一
面
を
強
調
し
て
い
る。

⑥

D.
 C.
 Moore,
 "
The
 Co
rn
 La
ws
 and
 High
 F
ar
ming"
,
 Eco.
 

H.
 R
 2.,
X
V
III,
 1
9
6
5,
 
p.
 5
6
1.

⑦

N.
 Gordon,
'̂
 Britain
 and
 the
 Zollverein
 in
 I
ron
 D
uti
es,

1
8
4
2
ー

4
5
",

Ec
o•
 H.
 R2.,
 X
X
II,
 1
9
6
9

は
「
穀
物
法
の
撤
廃
は
ト
ー
リ

ー
政
府
が一
八
四一
年
に
政
権
に
着
い
た
時
の
少
く
と
も一
部
の
約
束
に

穀
物
法
撤
廃
の
政
治
過
程
（
東
田）

こ
の
た
め
に、
一
八
四
六
年
の
穀
物
法
撤
廃
に
至
る
全
政
治
過
程
の
再
検
討
が⑨

心
要
な
の
で
あ
る。

本
稿
は、

以
下
の
四
点
を
め
ぐ
っ
て、

そ
の
政
治
過
程

political
 p
rocess
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

曰、
穀
物
法
の
存
否
を
め
ぐ
る
闘
争
は、
農
工
の
産
業
部
門
間
の
闘
争
を
背

景
と
し、
地
主
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
権
力
闘
争
を
含
み
な
が
ら
も、
表
面
的
に
は

地
主
間
で
体
制
維
持
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と。

⇔、
殻
物
法
撤
廃
は
英
国
の
工
業
部
門
の
発
展
の
た
め
に
必
然
的
に
要
請
さ

れ
た
も
の
で
あ
り、
ピ
ー
ル
は
明
白
に
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
お
り、
ま
ず
こ

の
要
請
に
応
え
て
撤
廃
が
な
さ
れ
た
こ
と。

国、
し
か
し、
こ
の
こ
と
と
地
主
階
級
の
支
配
体
制
の
維
持
と
は
何
ら
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
く、
ピ
ー
ル
は
工
業
部
門
の
要
請
に
応
え
る
方
向
に
お
い
て

地
主
階
級
の
支
配
体
制
の
維
持
を
企
図
し
た
こ
と。

飼、
地
主
階
級
の
支
配
体
制
の
維
持
と
工
業
部
門
の
増
大
が
同
時
的
に
矛
盾

な
く
満
足
さ
せ
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
根
拠
を
示
す
こ
と。

註
①

G.
 R.
 Elton,
 
Modern
 Historians
 on
 British
 History
 1
4
8
5
ー

]
 9
4
5
:
 a
 critical
 biblio
graphy
 1
9
4
5
 1]
 96
9,
 

1
9
7
0,
 
p.
 1
3
6.

②

英
国
の一
般
の
歴
史
書
に
は、
な
お
ピ
ー
ル
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
救
済

基
づ
い
た
立
法
的
プ
ロ
グ
ラ
ム、
つ
ま
り
国
の
複
雑
な
財
政
構
造
の
合
理

化
の
不
可
欠
な一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実」
(p.
8
7
)

に
注
目
す
べ
き
だ

と
い
う。

⑧
P.
 Dea
ne,
 The
 First
 I
ndustrial
 Revolution,
 1
9
6
5
 

p.
 1
9

6.
 

（
石
井•
宮
川
共
訳
『
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
分
析』、
一
九
七
三
年、
一
三

六
頁。）

⑨

こ
こ
で
い
う
政
治
過
程
と
は
経
済
過
程
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く、
あ

る
政
策
が
立
法
化
さ
れ
る
ま
で
の
全。フ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る。

一
、
反
穀
物
法
運
動

ー、
そ
の
背
景

十
九
世
紀
前
半
の
英
国
は
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
と
変
形
し
つ
つ
あ
り、
そ

の
結
果
と
し
て
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
た。
穀
物
法
撤
廃
は
こ
の
よ
う
な
問

題
の
中
の
最
も
重
要
な
も
の
の一
つ
で
あ
っ
た。
例
え
は、
P
・
デ
ィ
ー
ン
は

「
全
面
的
な
自
由
貿
易
へ
の
決
定
的
な一
歩、
工
業
化
心
前
の
過
去
と
の
最
も

重
要
な
分
岐
点
は一
八
四
六
年
の
穀
物
法
撤
廃
で
あ
っ
た」
と
い
う。
反
穀
物

法
運
動
の
直
接
的
契
機
は、
次
に
み
る
よ
う
に
不
況
の
影
響、
穀
物
価
格
の
高

騰、
政
治
的
戦
略
な
ど
で
あ
る
が、
そ
の
背
後
に一
貫
し
て
存
在
し
た
の
が
エ

業
立
国
化
の
問
題
で
あ
っ
た。
そ
れ
は、
い
う
な
ら
ば
「
世
界
の
工
場」
に
相

応
し
い
経
済
政
策
11
自
由
貿
易
を
政
府
に
要
求
し、
工
業
立
国
体
制
を
公
認・

完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る。

2、
反
穀
物
法
同
盟

五
七

は
じ
め
に 穀

物

法

撤

廃

の

政

治

過

程

穀
物
法
撤
廃
の
政
治
過
程
（
東
田）

東

田

五
六




















